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１　定期検査
（１）学校保健計画において学校環境衛生定期検査が位置付けられているか。 適・不適

大項目 項目 法定回数 検査計画月
換気 ２回
温度 ２回
相対湿度 ２回
浮遊粉じん 原則、２回（※１）
気流 原則、２回（※１）
一酸化炭素 原則、２回（※２）
二酸化窒素 原則、２回（※２）
揮発性有機化合物 原則、1回（※３）
ダニ又はダニアレルゲン １回（※４）
照度 ２回
まぶしさ ２回

騒音 騒音レベル 原則、２回
水質（飲料水等） 水質（飲料水等） （※５）

施設・設備（飲料水等） 施設・設備（飲料水等） （※６）
大掃除 ３回
雨水の排水溝等 １回
排水の施設・設備 １回

ネズミ、衛生害虫等 ネズミ、衛生害虫等 １回
机、いすの高さ １回
黒板面の色彩 １回

水質（プール水） 水質（プール水） （※７）
施設・設備の衛生状態（プール水） 施設・設備の衛生状態（プール水） １回
（２）学校環境衛生定期検査を実施しているか。 適・不適

大項目 項目 法定回数 実施回数
換気 ２回
温度 ２回
相対湿度 ２回
浮遊粉じん 原則、２回（※１）
気流 原則、２回（※１）
一酸化炭素 原則、２回（※２）
二酸化窒素 原則、２回（※２）
揮発性有機化合物 原則、1回（※３）
ダニ又はダニアレルゲン １回（※４）
照度 ２回
まぶしさ ２回

騒音 騒音レベル 原則、２回
水質（飲料水等） 水質（飲料水等） （※５）

施設・設備（飲料水等） 施設・設備（飲料水等） （※６）
大掃除 ３回
雨水の排水溝等 １回
排水の施設・設備 １回

ネズミ、衛生害虫等 ネズミ、衛生害虫等 １回
机、いすの高さ １回
黒板面の色彩 １回

水質（プール水） 水質（プール水） （※７）
施設・設備の衛生状態（プール水） 施設・設備の衛生状態（プール水） １回
（３）学校環境衛生定期検査結果を５年間保存しているか。 適・不適
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２　日常点検
（１）学校保健計画において学校環境衛生日常点検が位置付けられているか。 適・不適
（２）学校環境衛生日常点検を実施しているか。 適・不適

大項目 項目 法定回数 実施状況
換気
温度
明るさとまぶしさ
騒音
飲料水の水質
雑用水の水質
飲料水等の施設・設備
学校の清潔
ネズミ、衛生害虫等
プール水等
附属施設・設備等

（３）学校環境衛生日常点検結果を３年間保存しているか。 適・不適

３　臨時検査
臨時検査を実施したか。 有・無
（実施した場合は、検査項目）

４　図面等
有・無

（※１）　冷暖房機や空気調和設備を使用している場合
（※２）　燃焼器具を使用していない場合は省略できる
（※３）　温度が高い時期　
（※４）　温度及び湿度が高い時期　

（※６）　飲料水（水道水源）は１回、飲料水（井戸水源）は２回、雑用水は原則２回
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毎授業日

検査に必要な施設・設備等の図面等が保存されているか。

（※５）　水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く）は１回、専用水道に該当しない井戸水等を水源と
　　　　する飲料水は水道法施行規則のとおり、専用水道（水道水を水源とする場合を除く）及び専用水
　　　　道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水は１回、雑用水は２回

（※７）　総トリハロメタンは使用中に１回、循環ろ過装置の処理水は１回、その他は使用日の積算が３０
　　　　日以内ごとに１回


